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野洲市は、平成１６年１０月１日に旧中主町と旧野洲町が合併して誕生しました。 

 

 

 

 

野洲市は、滋賀県の南西部に位置しています。近江富士

と呼ばれる美しい三上山、そして野洲川や日野川を有し

ています。また、西は守山市・栗東市、南は湖南市、東は

竜王町、北は近江八幡市、そして北西部は日本最大の湖で

ある琵琶湖に接する面積８０．１５ｋ㎡のまちです。 

 

貴重な自然に恵まれた温暖な気候の中で、住民の心を

和ませるすばらしい環境を形成した、緑豊かで風光明媚

な調和のとれた土地利用が図られています。中心部では京阪神のベッドタウンとして

都市化が進む一方、山地、湖岸においては公園やレクリエーション施設が集積してお

り、地域内外から多くの人が訪れるまちです。 

 

 さらに琵琶湖、野洲川をはじめとした水源に恵ま

れ、肥沃な土地を生かして古代から稲作が盛んで、

近代化に向けた農業の振興と美しい田園風景保全

の取り組みがされています。 

 また、豊かな自然と歴史に恵まれて、計２４個の

銅鐸が出土し、その中に日本一大きな銅鐸があり、

「銅鐸のまち」としても知られています。数多くの

古墳群や神社仏閣を有した歴史・文化遺産が点在す

るまちです。 

 

以前から、利便性の高い交通網整備を背景として、京阪神都心圏への近接性が高ま

り、先端技術分野を中心とした企業立地が進んでいます。 

  

秀麗な“三上山（近江富士）” 

２．位置・地勢等 

１．市の沿革 

 

野洲市の概要 

 
笑顔あふれる にじいろ都市 やす 
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令和 8 年 4 月１日現在の 

人口・世帯数は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野洲市役所    

滋賀県野洲市小篠原２１００番地１ 

※ＪＲ東海道線（琵琶湖線） 

野洲駅南口下車徒歩５分 

 

東 経 １３６度１分３２秒 

北 緯 ３５度４分０２秒 

 

 

 

 

面積（都市計画区域等）内訳            令和 8 年 4 月１日現在 

総面積 

 

８０．１５ｋ㎡ 

都
市
計
画
区
域 

市街化区域 

７．９６４ｋ㎡  

（都市計画区域に占める 

構成比率：１３．１％） 

市街化調整区域 

５２．６０６ｋ㎡  

（都市計画区域に占める 

構成比率：８６．９％） 

湖沼（琵琶湖水面） １９．５８ｋ㎡  

 

 

 

人 口 ５０，５８１人 

内

訳 

男 ２５，３８２人 

女 ２５，１９９人 

世帯数  ２２，３７３世帯 

65 歳以上人口 １３，６１６人 

高齢化率  ２６．９２％ 

３．人口・世帯 

４．市役所の位置 

５．市の面積 

琵琶湖の夕焼け 

琵琶湖より全景 



3 

 

 

 

市制施行 20 周年記念事業に合わせ、新たに野洲市市民憲章と市の花・鳥・木を

制定しました。 

野洲市市民憲章

私たちは共に育み活気あふれるまちづくりを目指します！ 

み  水や緑、自然豊かなまちにしましょう 

か  活力ある笑顔の広がるまちにしましょう 

み  みんながつながり未来をつむぐまちにしましょう 

や  やすらぎと安心のあるまちにしましょう 

ま  学び合い共に歩めるまちにしましょう 

 

市の花 菖蒲（あやめ）

野洲市には菖蒲という地名があります。この名称の由来は、中主町史によると一

説として、野洲市比江の長澤神社の池の洪水により、ここに自生していた菖蒲が琵

琶湖まで流され、湖岸に漂着したことからその地名が付けられたと記されていま

す。 

また、兵主大社の春の例大祭では、榊にかえて菖蒲が供えられるなど、歴史的背

景もあり野洲市の調和を表しています。 

 

アイリスパーク（吉川） 

６．野洲市市民憲章と市の花・鳥・木 
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市の鳥 イソヒヨドリ

イソヒヨドリは大都会よりも比較的小さな街に生息していることが知られていま

す。滋賀では冬のみ到来していたイソヒヨドリが、20 年程前から定住するようにな

り、春から夏の天気の良い日には、野洲駅周辺などでその美しい鳴き声を楽しむこ

とができます。自然と共に発展していこうとする野洲市には、この鳥がふさわしい

とのご意見から決定しました。 

 

野洲市民提供（市内で撮影） 

市の木 桜（さくら）

日本の伝統的な「木」である桜は、春には市内の公園や道路沿いに咲いておりよ

く目にすることができ、人々の目を楽しませてくれるとともに市民に親しまれてい

ます。市内には多くの桜の名所があり「近江富士花緑公園」にも多種の桜が植えら

れており、大山川沿いの「さくら緑地」は滋賀の眺望景観ビューポイント 30 選に

も選ばれています。 

 

さくら緑地 
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                             令和８年４月１日現在 

定数 
※平成 28 年 6 月改正

（20 人から 18 人） 
 平成 29 年 10 月一般選 

挙から施行 

条例定数                  １８人                

現員数                 １８人 

任期 令和７年１１月 1 日～令和１１年１０月３1 日 

議員構成 
年代 

※令和７年 4 月 1 日

現在 

40 歳代５人 50 歳代３人 60 歳代６人 

70 歳代４人 

平均年齢 59.6 歳 

性別 男性１４人 女性 4 人（女性割合 22.2％） 

期数別（市議） 
1 期５人  ２期５人  ３期３人 

４期３人  ６期２人 

正副議長・監査委員 
任期 

1 年 

（再任を妨げない。議員任期中 2 年を限度） 

党派別 

 

 公明党              ２人 

立憲民主党            １人 

自由民主党            ２人 

日本共産党            ２人 

無所属             １１人 

会派別 

 

 創政会              ６人 

未来共創             ４人 

日本共産党野洲市議団       ２人 

清明会              ２人 

公明党              ２人 

民主やす             １人 

ネクスト YASU・アリーナ会議   １人 

委員会の設置状況 常任委員会 

（現員数） 
総務常任委員会          ６人 

文教福祉常任委員会        ５人 

環境経済建設常任委員会      ６人 

予算常任委員会         １７人 

特別委員会 

（現員数） 議会改革推進特別委員会      ９人 

野洲駅南口周辺整備特別委員会  １７人 

議会運営委員会 条例化の有無 有（平成１７年１１月１１日改正） 

定数 ９人以内（現員数７人） 

野洲市議会の概要 
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構成 所属議員２人以上の会派で構成 

その他の協議・会議 協議 全員協議会、議会だより編集委員会 

会議 会派代表者会議 

予算・決算の審査方法 

予算審査 

①予算常任委員会に付託 

②予算常任委員会内に分科会を設置し、所管部

分を分担し審査 

③本会議委員長報告、質疑、討論、採決 

決算審査 

①会期内に決算特別委員会を設置し、同委員会

に付託 

②決算特別委員会内に分科会を設置し、所管部

分を分担し審査 

③本会議委員長報告、質疑、討論、採決 

請願及び陳情の取扱い 請願 所管委員会に付託 

陳情 全議員に写しを配布 

代表質問 実施時期・日数 ２月定例会 １日～２日 

人数 所属議員２人以上の会派から各１人 

発言順位 輪番 

発言通告期限 
定例会開会日の前日の午前８時３０分から 

正午 

質問方式 
総括方式、分割方式又は一問一答方式の 

選択制 

発言時間・回数 
有 

答弁除く４０分以内（総括は３回以内） 

発言場所 議席前列の発言者席 

質疑・一般質問 

発言通告制限 

・質疑   議案質疑の２日前の午前中 

・一般質問 定例会開会日の２日前の 

午前８時３０分から正午 

質問方式 

・質疑   総括方式又は分割方式 

・一般質問 総括方式、分割方式又は一問一答

方式の選択制 

発言順位 
・質疑   議案上程順 

・一般質問 通告書受付後「くじ」による。 

発言時間・回数 

・議案質疑(総括) 

答弁除く３０分以内、３回以内 

・一般質問 

答弁除く３０分以内（総括は３回以内） 
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発言場所 議席前列の発言者席 

議員報酬 

※議員報酬の改定 

 平成 31 年 1 月 1 日施行 

※（ ）は改定前 

議長 ４３０，０００円 （３８０，０００円） 

副議長 ３８０，０００円 （３３０，０００円） 

議員 ３５０，０００円 （３００，０００円） 

特別職給与 市長 ８１２，０００円 

副市長 ７２１，０００円 

教育長 ６６１，０００円 

行政視察 常任委員会 １泊２日 

費用弁償 令和８年度 ６１，５００円／人 

政務活動費 会派又は議員 １人 １２０，０００円／年額 

収支報告書 議長に報告 

公開 

閲覧請求による。 

市議会ＨＰに収支報告書の他に領収書の写しを

掲載。（Ｈ29 年 11 月改選以降） 

議会広報紙 

 
名称 やす市議会だより 

編集 
議会だより編集委員会（６人） 

（各常任委員会から２人） 

発行回数 年４回（定例会ごと） 

発行部数 １回 １８，０００部 

配布方法 

市広報と同時に新聞折り込み、 

新聞未購読者へは郵送（約 1,000 部） 

市議会ホームページに掲載。 

タブレット端末 
導入年月 

令和 3 年 7 月（試行稼働） 

令和 3 年１１月（改選後）順次ペーパーレス 

導入台数 議員１８台、事務局職員５台 

導入経費・形態 
全額公費で購入（通信料全額公費） 

全議員に無償貸与（庁舎外持ち出し可） 

端末仕様 
Microsoft SurfacePro7+  

ディスプレイ 12.3 インチ 

ペーパーレス SmartDiscussion クラウドサーバー 

庁内ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ ３階市議会（議場・委員会室）フロアー対応 

議場システム改修 改修年月 
令和２年１１月～令和 3 年 3 月 

（プロポーザル方式） 
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令和 7年野洲市議会定例会（臨時会）議決事件別採決一覧 

議決事件区分 

（報告事項は除く） 

１回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回 

合計 

臨時会 定例会 定例会 定例会 臨時会 定例会 

本会議 

１日 

本会議 

６日 

本会議 

５日 

本会議 

５日 

本会議 

１日 

本会議 

５日 

本会議 

23日 

 反問権１回     反問権１回 

項目 地自法 

会期 

１日間 

会期 

25日間 

会期 

25 日間 

会期 

30日間 

会期 

１日間 

会期 

23日間 

会期 

105 日間 

条例 96-1①  1８ ４ ５  10 37 

予算 96-1② １ 1７ ３ 10  11 42 

決算 96-1③    10   10 

徴収 96-1④        

契約 96-1⑤        

財産交換・譲渡 96-1⑥      1 １ 

不動産 96-1⑦        

財産取得・処分 96-1⑧        

寄付贈与 96-1⑨        

権利放棄 96-1⑩        

施設独占利用 96-1⑪        

審査請求 96-1⑫    １   １ 

損害賠償額 96-1⑬        

公共的団体活動 96-1⑭        

議会の権限 96-1⑮  ５ ４ ３ ５ １ 18 

 

 (下記以外)   (5) (３)  (5)  13 

(発議)         

(決議)     (１)   １ 

(請願)    (1)    １ 

(意見書)     (２)  (１) ３ 

公共団体の事件         

合計  １ 40 11 29 5 23 109 
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（単位：千円、％） 

区   分 
令和８年度 

当初予算額 A 

令和７年度 

当初予算額 B 

増減額 

A-B 

増減率 

(A-B)/B 

一 般 会 計 27,860,000 26,060,000 1,800,000 6.9 

特 別 会 計 10,337,814 10,056,132 281,682 2.8 

  国民健康保険事業 4,502,914 4,435,754 67,160 1.5 

後期高齢者医療 1,005,299 851,603 153,696 18.0 

介護保険事業 4,680,000 4,624,307 55,693 1.2 

墓地公園事業 30,670  25,796 4,874 18.9 

基幹水利施設管理事業 13,844 13,585 259 1.9 

工業団地等整備事業 105,087 105,087 0 0.0 

合計（一般＋特別会計） 38,197,814 36,116,132 2,081,682 5.8 

水道事業会計 2,287,067 2,537,980 △250,913 9.9 

  収益的支出 1,130,294 1,079,139 51,155 4.7 

  資本的支出 1,156,773 1,458,841 △302,068 △20.7 

下水道事業会計 2,730,933 2,625,038 105,895 4.0 

  収益的支出 1,726,419 1,598,186 128,233 8.0 

  資本的支出 1,004,514 1,026,852 △22,338 △2.2 

病院事業会計 15,488,127 10,179,603 5,308,524 52.1 

  収益的支出 4,290,000 3,933,000 357,000 9.1 

  資本的支出 11,198,127 6,246,603 4,951,524 79.3 

合計（事業会計） 20,506,127 15,342,621 5,163,506 33.7 

総 合 計 58,703,941 51,458,753 7,245,188 14.1 

 

 

 

 

 
令和８年度 会計別予算総括表 
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（単位：千円） 

  

令和 8年度 
令和 7年度 

当初予算

額 

構成比 

(%) 

前年度対比 

増減額 
増減率 

(%) 

当初予算

額 

構成比 

(%) 

市税 10,181347 36.5 158,908 1.6 10,022,439 38.5  

  うち個人市民税 3,224,280 11.6 34,425 1.1 3,189,855 12.2  

  うち法人市民税 757,371 2.7 100,872 15.4 656,499 2.5  

  うち固定資産税 5,289,683 19.0 18,446 0.3 5,271,237 20.2  

地方譲与税 140,000 0.5 △6,000 △4.1 146,000 0.6 

県税交付金等 1 688 001 6.1 103，551 6.5 1,584,450 6.1  

地方特例交付金 99,745 0.4 43,315 76.8 56,430 0.2  

地方交付税 3,120,000 11.2 280,000 9.9 2,840,000 10.9  

国庫支出金 4,231,808 15.2 318,038 8.1 3,913,770 15.0  

県支出金 2,229,712 8.0 301,821 15.7 1,927,891 7.4  

寄附金 1,600,002 5.7 150,000 10.3 1,450,002 5.6  

繰入金 1,351,996 4.9 203,195 17.7 1,148,801 4.4  

地方債 1,817,600 6.4 505,700 38.5 1,311,900 4.9  

  うち臨時財政対策債 0 0.0 0 - 0 0.0  

その他   1,399,789 5.0 △258,528 △27.1 1,658,317 6.4  

  
うち分担金及び負担

金 
259,681 0.9 △96,334 △2.4 356,015 1.4  

  
うち使用料及び手数

料 
533,348 1.9 △13,291 △2.4 546,639 2.1  

  
うち財産収入・繰越

金・諸収入 
606,760 2.2 △148.903 △19.7 755,663 2.9  

歳 入 合 計 27,860,000 100.0 1,800,000 6.9 26,060,000 100.0  

  うち一般財源 16,010,241 57.5 757,123 5.0 15,253,118 58.5  

 

 

 

 

 

 

 

  

 令和 8 年度 一般会計当初予算歳入内訳 

市税
   

地方譲与税
  

県税交付金等
  

地方特例交付金
  

地方交付税
   

国庫支出金
   

県支出金
  

寄附金
  

繰入金
  

地方債
  

その他
  

歳入の  
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 単位（千円、％） 

款 項 
令和８年度 

当初予算額 A 

令和７年度 

当初予算額 B 

増減額 

A-B 

増減率 

(A-B)/B 

議会費   183,658 178,613 5,045 2.8 

  議会費 183,658 178,613 5,045 2.8 

総務費   4,370,902 4,322,847 48,055 1.1 

  総務管理費 3,946,136 3,640,448 305,688 8.4 

  徴税費 267,730 445,647 △177,917 △39.9 

  戸籍住民基本台帳費 85,356 92,023 △6,667 △7.2 

  選挙費 51,021 99,895 △48,874 △48.9 

  統計調査費 4,515 29,444 △24,929 △84.7 

  監査委員費 16,144 15,390 754 4.9 

民生費   10,479,706 10,007,258 472,448 4.7 

  社会福祉費 5,539,233 5,310,947 228,286 4.3 

  児童福祉費 4,533,070 4,297,329 235,741 5.5 

  生活保護費 407,403 398,982 8,421 2.1 

衛生費   2,847,555 2,438,225 409,330 16.8 

  保健衛生費 1,551,524 1,199,979 351,545 29.3 

  環境保全費 32,651 27,899 4,752 17.0 

  清掃費 1,263,380 1,210,347 53,033 4.4 

労働費   30,336 27,615 2,721 9.9 

  労働諸費 30,336 27,615 2,721 9.9 

農林水産業費   336,680 324,098 12,582 3.9 

  農業費 328,141 317,047 11,094 3.5 

  林業費 7,269 5,531 1,738 31.4 

  水産業費 1,270 1,520 △250 △16.5 

商工費   100,792 92,743 8,049 8.7 

  商工費 100,792 92,743 8,049 8.7 

土木費   1,949,318 1,436,018 513,300 35.7 

  土木管理費 39,338 37,373 1,965 5.3 

  道路橋梁費 867,436 490,013 377,423 77.0 

 令和 8 年度 一般会計当初予算歳出（目的別）内訳 
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  河川費 206,034 123,387 82,647 67.0 

  都市計画費 637,820 565,247 72,573 12.8 

  住宅費 198,690 219,998 △21,308 △9.7 

消防費   824,714 808,250 16,464 2.0 

  消防費 824,714 808,250 16,464 2.0 

教育費   4,066,647 3,879,988 186,659 4.8 

  教育総務費 716,273 670,513 45,760 6.8 

  小学校費 1,127,283 154,531 972,752 629.5 

  中学校費 285,155 86,153 199,002 231.0 

  幼稚園費 513,670 540,663 △26,993 △5.0 

  社会教育費 524,532 489,758 34,774 7.1 

  保健体育費 329,303 445,010 △115,707 △26.0 

  学校給食費 570,431 1,493,360 △922,929 △61.8 

公債費   2,659,692 2,534,345 125,347 5.0 

  公債費 2,659,692 2,534,345 125,347 5.0 

予備費   10,000 10,000 0 0.0 

  予備費 10,000 10,000 0 0.0 

歳 出 合 計 27,860,000 26,060,000 1,800,000 6.9 
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野洲市議会 

滋賀県野洲市小篠原 2100 番地１ 
 

〔議会事務局〕  

 
ＴＥＬ （077）587-6034(直) 
 

E-mail gikai@city.yasu.lg.jp 

 
 

ＦＡＸ （077）586-4300 

 
 


